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法務省東京矯正管区更生支援企画課
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令和６年２月２６日発行

GOAL!

１月２４日（水）、更生保護施設斉修会にて、関東更生支援ネットワーク主催でネット
ワーク会員と地方公共団体を対象としたスタディツアーを開催しました。本ツアーは、更生
保護施設を見学することで、再犯防止や更生保護施設の取組について理解を深めていただく
ことを目的としています。まず、施設長から沿革や処遇状況について御説明していただいた
後、施設見学を行いました。その後の質疑応答では、施設側の近隣住民に対する配慮や施設
を町内会の活動や防災・防犯活動の場として提供するなど、地域貢献を常に心掛けている姿
勢がうかがわれました。後半に行われたネットワーキングでは、様々な立場で支援に関わっ
ている会員同士で自己紹介や名刺交換・持参したリーフレットの交換などが行われ、更生支
援の輪の広がりを感じることができました。
地方公共団体の皆さまにおかれましても、当ネットワークのスタディツアーや再犯防止・

更生支援セミナーを介して、多種多様な連携作りに役立てていただけると幸いです。

スタディツアー
関東更生支援ネットワーク

更生保護施設斉修会

ネットワーキング

Q1 施設の数は？

A1
全国に102施設（R5.4時
点）あり、全て民間の
非営利団体によって運
営されています
大半が法務大臣の認可
を受けた更生保護法人
によるものです

Q2 利用者は
どんな人？

A2
矯正施設から釈放され
た人や保護観察中の人
で、帰る場所や身寄り
がなく、直ちに自立更
生することが難しい人
が利用します

Q3 利用できる
期間は？

A3
利用者ごとに変わりま
すが、更生緊急保護の
対象者は原則として釈
放後６か月を超えない
期間です

Q4 利用にかかる
費用は？

A4
保護観察所からの委託
を受けているため宿泊
費及び食費の自己負担
はありませんが、委託
の内容によっては食費
を負担してもらうこと
もあります
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令和５年１２月、令和５年版の再犯防止推進白書が発行されました。
出所受刑者の２年以内再入院率については引き続き目標値を達成し、
地方再犯防止推進計画策定数も令和４年次と比べて指定都市、その他
市町村ともに大幅に増加しました。当課では、計画の策定・見直しに
際して統計データを提供しております。御遠慮なく御相談ください。

～令和５年版再犯防止
推進白書（概要）より～再入率低下！策定数増加！

▲会場前ホールで刑務所作業製品の展示即売会も開催

▲再犯防止に関心のある老若男女が集結、真剣に聴講していました。

関東ブロック
再犯防止シンポジウム

２月１日、さいたまスーパーアリーナTOIROにて「関東ブロック再犯防止シンポジウム」が開催され
ました。このブロック別のシンポジウムは、再犯防止施策の重要性について、国民の理解を深めその協
力を得ることを目的として、高等検察庁、法務局、地方更生保護委員会及び矯正管区が主催し、開催す
るものです。東京高等検察庁が担当した今回は、「検察庁が関わる社会復帰支援・多機関連携」をテー
マに、再犯防止をめぐる現状を踏まえた第二次再犯防止推進計画についての基調講演の後、６名のパネ
リストが、検察庁が関わった実際の支援事例を振り返りながら、勾留中の極めて短い期間で受け皿につ
なげていく困難さや対象者との信頼関係の形成等入口支援における課題について意見を交わしました。

多機関連携が
顔の見える

～これまでの再犯防止シンポジウム～

平成３０年度
「地域連携から生まれる雇用への道」
令和元年度
「薬物依存からの回復を考え、

支えるために」

コロナの影響もあり、今年度は
４年ぶりの開催となりました。


